
平成™›年˜月™—日 金曜日 第œ�™˜号官 報

〇
農
林
水
産
省
令
第
三
号

狂
犬
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七

号
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
犬
等
の
輸
出
入

検
疫
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。平

成
二
十
四
年
一
月
二
十
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

犬
等
の
輸
出
入
検
疫
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令

犬
等
の
輸
出
入
検
疫
規
則
（
平
成
十
一
年
農
林
水
産
省

令
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
六
条
中
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
」
の
下
に
「
、
ノ
ル

ウ
ェ
ー
（
ス
ヴ
ァ
ル
バ
ル
ト
、
ヤ
ン
・
マ
イ
エ
ン
及
び
欧

州
外
に
あ
る
属
領
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

™



平成™›年˜月™—日 金曜日 第œ�™˜号官 報
〇
農
林
水
産
省
告
示
第
百
五
十
五
号

犬
等
の
輸
出
入
検
疫
規
則
（
平
成
十
一
年
農
林
水
産
省

令
第
六
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
十
一
年
十
二
月
二
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百

二
十
八
号
（
犬
等
の
輸
出
入
検
疫
規
則
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
地
域
を
定

め
る
等
の
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
二
十
日

農
林
水
産
大
臣

鹿
野

道
彦

「
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
（
ス
ヴ
ァ
ル
バ
ル
ト
、
ヤ
ン
・
マ
イ

エ
ン
及
び
欧
州
外
に
あ
る
属
領
を
除
く
。）」
を
削
る
。

š



犬
等
の
輸
出
入
検
疫
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

犬
等
の
輸
出
入
検
疫
規
則
（
平
成
十
一
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
八
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

新

旧

附

則

附

則

（
係
留
期
間
の
特
例
）

（
係
留
期
間
の
特
例
）

第
六
条

平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
対
象

第
六
条

平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
対
象

地
域
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
（
ス
ヴ
ァ
ル
バ
ル
ト

地
域
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
及
び
英
国
（
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン

、
ヤ
ン
・
マ
イ
エ
ン
及
び
欧
州
外
に
あ
る
属
領
を
除
く
。
）
及
び
英
国
（
グ
レ

及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
直
接
輸
入

ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

さ
れ
る
犬
等
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
は
、
第
四
条

）
か
ら
直
接
輸
入
さ
れ
る
犬
等
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
指
定
地
域
か
ら
直
接
輸
入
さ
れ
る
犬
等

も
の
は
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
指
定
地
域
か
ら
直
接

と
み
な
す
。

輸
入
さ
れ
る
犬
等
と
み
な
す
。

一

当
該
犬
等
が
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
以
降
に
本
邦
、
指
定
地
域
及
び
対

一

当
該
犬
等
が
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
以
降
に
本
邦
、
指
定
地
域
及
び
対

象
地
域
以
外
の
地
域
か
ら
対
象
地
域
に
輸
入
さ
れ
た
犬
等
並
び
に
同
日
以
降

象
地
域
以
外
の
地
域
か
ら
対
象
地
域
に
輸
入
さ
れ
た
犬
等
並
び
に
同
日
以
降

に
対
象
地
域
内
の
一
の
地
域
か
ら
対
象
地
域
内
の
他
の
地
域
に
輸
入
さ
れ
た

に
対
象
地
域
内
の
一
の
地
域
か
ら
対
象
地
域
内
の
他
の
地
域
に
輸
入
さ
れ
た

犬
等
で
な
い
旨
を
記
載
し
た
輸
出
国
政
府
機
関
の
発
行
す
る
証
明
書
が
添
付

犬
等
で
な
い
旨
を
記
載
し
た
輸
出
国
政
府
機
関
の
発
行
す
る
証
明
書
が
添
付

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

狂
犬
病
の
予
防
注
射
の
実
施
状
況
及
び
血
液
中
の
抗
体
価
を
勘
案
し
て
、

二

狂
犬
病
の
予
防
注
射
の
実
施
状
況
及
び
血
液
中
の
抗
体
価
を
勘
案
し
て
、

平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
到
着
日
ま
で
の
間
狂
犬
病
に
対
す
る
免
疫
の

平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
到
着
日
ま
で
の
間
狂
犬
病
に
対
す
る
免
疫
の

効
果
を
有
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

効
果
を
有
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。



犬
等
の
輸
出
入
検
疫
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
地
域
を
定
め
る
等
の
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
案
新
旧
対
照
条
文

○

平
成
十
一
年
十
二
月
二
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
六
百
二
十
八
号
（
犬
等
の
輸
出
入
検
疫
規
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す

る
地
域
を
定
め
る
等
の
件
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

新

旧

ア
ジ
ア
州
の
う
ち

台
湾

ア
ジ
ア
州
の
う
ち

台
湾

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
州
の
う
ち

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
州
の
う
ち

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
（
ス
ヴ
ァ
ル
バ
ル
ト
、

ヤ
ン
・
マ
イ
エ
ン
及
び
欧
州
外
に
あ
る
属
領
を
除
く
。

）

大
洋
州
の
う
ち

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
グ
ア
ム
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

大
洋
州
の
う
ち

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
グ
ア
ム
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

フ
ィ
ジ
ー
諸
島
、
ハ
ワ
イ

フ
ィ
ジ
ー
諸
島
、
ハ
ワ
イ
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